
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市南西部農業委員会 

第６回総会議事録 
 
 

（令和５年１２月２２日開催） 



横浜市南西部農業委員会 第６回総会 議事録 

日  時 令和５年 12月 22日（金曜日）14時 00分～15時 37分 

開催場所 戸塚区役所 ８階大会議室Ａ 

出席者 

の状況 

総農業委員数  14名 

出席農業委員数 12名 

欠席農業委員数 ２名（別添出欠状況表のとおり） 

開催形態 公開（傍聴者 ０名） 

議  題 １ 議案 

第１号議案 農地法第５条の規定に基づく許可申請に対する意見決定に

ついて 

第２号議案 農地法の適用を受けない土地に係る運用指針に基づく非農

地証明について 

第３号議案 相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている

旨の証明について 

第４号議案 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認につ

いて 

第５号議案 農地造成工事の承認について 

第６号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て 

２ 報告事項 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出受理

について 

第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出受理

について 

第４号 農地の転用事実に関する照会の回答について 

３ その他 

 市施策等についての意見・要望のとりまとめについて 

審議結果 第１号議案 

19号 許可相当 

20号 許可相当 

21号 許可相当 

第２号議案 

20号 承認 

21号 承認 

22号 承認 

第３号議案 

37号 承認 

38号 承認 



39号 承認 

40号 承認 

41号 承認 

42号 承認 

43号 承認 

第４号議案 

戸塚 15-16 承認 

戸塚 15-08 保留 

戸塚 15-09 保留 

第５号議案  

７号 承認 

８号 承認 

９号 保留 

10号 保留 

第６号議案  

９号 承認 

議 事 

 （開会 14時 00分） 

事務局 会長欠席のため、農業委員会会議規則により矢島会長職務代理が議長にな

る。 

出席委員数報告。 

  

議長 第６回の総会にお集まりいただき、ありがとうございます。事務局から

報告がありましたとおり、現在出席委員数は 12 名です。よって総会は成

立しておりますので、ただいまより第６回総会を開会いたします。議事録

署名人は、安西委員と宮森委員にお願いします。 

  

議長 それでは議題に入らせていただきます。 

第１号議案「農地法第５条の規定に基づく許可申請に対する意見決定に

ついて」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第１号議案第 19号を朗読＞ 

石井豊委員 善隣館幼稚園から南東に 80ｍの調整白地です。譲受人が購入し、幼稚園

敷地にするものです。譲受人は、園児が泥遊びなどの土に触れられる活動

を計画しており、そのための園舎から目視でき、安全に行き来ができる土

地を探していました。申請地は、計画に必要最低限の面積となっています。 

申請地の東側及び南側は道路、北側は畑、西側は幼稚園敷地です。境界

はブロック塀で囲み、東側及び南側及び北側は、ブロック塀の内側にネッ

トフェンスを設置します。 

場内は舗装せず、土の転圧はしません。 

雨水は自然浸透で処理します。周囲の農地に影響はありません。御審議



をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第１号議案第 19 号について、許可相当とすることに異議なしとする方

は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第１号議案第 19号については、許可相当とします。 

  

議長  次に、第１号議案第 20 号議案を審議します。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 ＜第１号議案第 20号を朗読＞ 

石井勝委員  議案の詳細については清水推進委員から説明します。 

清水推進委員  市営地下鉄ブルーライン下飯田駅から南東へ約 500ｍの調整白地１筆で

す。譲受人が自己住宅を建築するために転用申請を行うものです。周囲に

農地はありません。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第１号議案第 20 号について、許可相当とすることに異議なしとする方

は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第１号議案第 20号については、許可相当とします。 

  

議長  次に、第１号議案第 21 号議案を審議します。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 ＜第１号議案第 21号を朗読＞  

石井豊委員  上飯田小学校から西に約 500ｍの農振白地です。送電線の鉄塔の建て替

えを行うに際し当該地を使用するものです。一時転用のため、工事完了後

は農地に復元します。鉄塔の周囲が一部農地となっているため、やむを得

ず申請地を転用するもので、計画達成のための必要最低限の面積となって

います。 

 周囲の農地に支障はありません。 

奥村委員  先ほどの説明で工事費が約 15 億ということですが、どれくらい大規模

な工事になるのか教えてください。 

事務局  提出された見積りでは全部で 15 億ですが、今回の申請地がメインの建

て替えの場所ではなくて、隣の敷地の送電線の整備でもなく、塔自体を建

て替えるのでこのような額になるとされています。 

議長 他に御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第１号議案第 21 号について、許可相当とすることに異議なしとする方

は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第１号議案第 21号については、許可相当とします。 

  



議長  次に第２号議案「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針に基づく

非農地証明について」について審議します。事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 ＜第２号議案第 20号を朗読＞ 

石井勝委員 相鉄いずみ中央駅から北へ約 650ｍの農振白地です。平成４年頃から資

材置場として法人へ賃貸しており、現在に至ります。農地性はありません。

御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第２号議案第 20 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第２号議案第 20号については、承認とします。 

  

議長  次に、第２号議案第 21 号について審議します。事務局から説明をお願

いします。 

事務局 ＜第２号議案第 21号を朗読＞ 

金子委員  議案の詳細については相澤推進委員から説明します。 

相澤推進委員  みなみ幼稚園から北東に約 350ｍの調整白地です。平成２年頃から、奥

にある家屋の進入路の一部として使われており、現在に至ります。農地性

はありません。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第２号議案第 21 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第２号議案第 21号については、承認とします。 

  

議長  次に、第２号議案第 22 号について審議します。事務局から説明をお願

いします。 

事務局 ＜第２号議案第 22号を朗読＞ 

石井勝委員  議案の詳細については清水推進委員から説明します。 

清水推進委員  相鉄ゆめが丘駅から北東へ約 550ｍの農振白地です。少なくとも平成 19

年以前より山林化しており、現在に至ります。農地性はありません。御審

議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第２号議案第 22 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第２号議案第 22号については、承認とします。 

  

議長  次に第３号議案「相続税・贈与税の納税猶予に関する引き続き農業経営



を行っている旨の証明について」を審議します。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 ＜第３号議案第 37号を朗読＞ 

矢島委員 飯島中学校から南東へ約 200ｍの生産緑地１筆です。大根等の露地野菜

と柿等の果樹を栽培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いしま

す。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 37 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 37号については、承認とします。 

  

議長  次に、第３号議案第 38 号について審議します。事務局から説明をお願

いします。 

事務局 ＜第３号議案第 38号を朗読＞ 

金子委員  議案の詳細については相澤推進委員から説明します。 

相澤推進委員  認定こども園はら幼稚園から北東に約 100ｍの生産緑地４筆です。露地

野菜とみかんを栽培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いしま

す。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 38 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 38号については、承認とします。 

  

議長  次に、第３号議案第 39 号について審議します。事務局から説明をお願

いします。 

事務局 ＜第３号議案第 39号を朗読＞ 

根本委員  議案の詳細については鈴木勇次推進委員から説明します。 

鈴木勇次推進委員  釜利谷小学校から北東に約 300ｍの生産緑地４筆１団地です。ネギ等の

露地野菜を栽培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 39 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 39号については、承認とします。 

  

議長  続きまして、第３号議案第 40 号・41 号について審議します。事務局か

ら説明をお願いします。なお、関係委員のため、小宮推進委員はいったん

退出をお願いします。 



  

 【小宮推進委員 退室】 

  

事務局 ＜第３号議案第 40号・41号を朗読＞ 

矢島委員 小雀小学校から南西に約 300ｍの農振白地２筆１団地及び中田中学校か

ら北へおよそ 800ｍの農用地４筆１団地、ほか農用地５筆１団地の計 12筆

３団地です。大根、ブロッコリーなどの露地野菜及び植木苗木を栽培して

おり、肥培管理は良好でした。中田町については森委員から説明をお願い

します。 

森委員  中田町についても肥培管理は良好でした。御審議をお願いします。 

矢島委員 大正中学校から南へ約 430ｍの生産緑地１筆、ほか生産緑地４筆２団地

の計５筆３団地です。主に小麦を栽培しており、肥培管理は良好です。御

審議をお願いします。 

議長  御意見はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 40号及び第 41号について、承認とすることに異議なしと

する方は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 40号及び第 41号については、承認と決

定します。 

  

 【小宮推進委員 入室】 

  

議長  次に第３号議案第 42号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第３号議案第 42号を朗読＞ 

矢島委員 千秀小学校から北西に約 170ｍの農振白地２筆１団地です。大根等の露

地野菜及びキウイ等の果樹を栽培しており、肥培管理は良好です。御審議

をお願いします。 

議長  御意見はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 42 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 42号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第３号議案第 43号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第３号議案第 43号を朗読＞ 

安西委員 新橋宮古公園から西へ約 180ｍの調整白地１筆、新橋天神の森公園から

南へ約 100ｍの調整白地５筆及び国際親善総合病院から南西へ約 100ｍの

農振白地１筆です。小松菜、里芋及びネギなどの露地野菜と湘南ゴールド

等の果樹を栽培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いします。 

議長  御意見はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第 43 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙



手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第 43号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第４号議案「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第４号議案 戸塚 15-16を朗読＞ 

石井勝委員 相鉄いずみ野駅から南東へ約 250ｍの農用地４筆です。ネギなどの露地

野菜を栽培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第４号議案 戸塚 15-16 について、承認とすることに異議なしとする方

は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第４号議 戸塚 15-16 については、承認と決定します。 

  

議長  次に第４号議案第戸塚 15-08、戸塚 15-09 を審議します。事務局から説

明をお願いします。 

事務局 ＜第４号議案戸塚 15-08、戸塚 15-09 を朗読＞ 

 この２件については、現地確認をしたところ今回保留とさせていただき

たいと思います。 

議長 第４号議案 戸塚 15-08 及び戸塚 15-09 について、保留とさせていただ

きます。 

  

議長  次に第５号議案「農地造成工事の承認について」を審議します。事務局

から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第７号を朗読＞ 

矢島委員 議案の詳細については小宮推進委員から説明します。 

小宮推進委員 俣野公園から南西へ約 550ｍの農振白地２筆です。排水改善のため最大

2.0ｍの土の入れ替えを行うものです。工期は令和６年１月 10日から令和

６年１月 15日を予定しています。御審議をお願いします。 

石井豊委員 窪地ということですが、盛り土をした後は周辺の畑とほぼ同じ高さとい

うことでしょうか。 

小宮推進委員 周辺に畑がないんです。周りは産廃業者のような業者が使っているの

で、他の農地に迷惑がかかるというようなことはないです。 

事務局 補足させていただくと、７ページの地図で斜線で囲まれている場所が今

回の造成範囲になるのですが、その範囲の西側に所有者の栗畑がございま

す。今はこの部分だけ窪地になっているので、ここを埋めて栗畑と一体と

して使いたいというような計画になっております。 

また、今質問をいただきました同じような高さになるのかということに

ついては、本当は同じくらいの高さにしたいという希望は聞いているので



すが、農地造成は２ｍの高さまでしか土を盛れない一方で周りと同じ高さ

にしようとすると２ｍ30cm とか３ｍくらい盛る必要が出てきてしまうの

で、今回２ｍいっぱいまで盛って 30cm ほどの段差ができてしまうが栗林

として使いたいという計画になっております。 

小宮推進委員 30cmの段差の法面にも栗を植えるという話です。また、近隣に家がある

のですが、そこに越境しないように手入れはしますということです。 

議長 他に御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第７号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第７号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第５号議案第８号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第８号を朗読＞ 

金子委員 議案の詳細については小川推進委員から説明します。 

小川推進委員 下瀬谷坂上交差点から南東へ約 250ｍの農用地１筆です。排水改善のた

め最大 2.0ｍの土の入れ替えを行うものです。工期は令和６年１月６日か

ら令和６年６月 30日を予定しています。御審議をお願いします。 

石井豊委員 排水改善のため２ｍということですが、今の地盤から２ｍ掘り下げて土

を入れ換えるということでよろしいのでしょうか。 

小川推進委員 現状から 30cmくらい若干盛るような感じになります。 

石井豊委員 以前、上飯田の畑を現地調査しているときに、近隣の人から、下にガラ

を入れられて雨が降ると下に水が抜けなくなって周辺の農地に水が吹き

出すという話を聞いたのですが、こういう場合、入れる土を農業委員会は

指定をできないのでしょうか。 

事務局 一応、耕作に適した土ということを農業委員会からは指導しているので

すが、どこから持ってきた土じゃないとだめですといった具体的なところ

までは指導できていません。 

石井豊委員 上のほう 40cm50cm は耕作に適した土で中はガラ等になっているという

のは私も見ているので多少心配ではありますけれど。 

事務局 農業委員会のほうで月１回程度、現在進行形で農地造成している場所は

全て農地造成パトロールを行っておりまして、すでに埋まってしまってい

る所は見られないですけれど、基本的にはそういう中はガラが入っていな

いか監視して回っています。なので、許可を出してしまったら全く見ない

というわけではないことを御認識していただければと思います。 

また、数字として掘る深さは、今回の計画では 1.7ｍ掘ったうえで２ｍ

の土を入れますので、地上部分は 30cm 高くなるという計画になっており

ます。 

石井豊委員  わかりました。厳しく見ていただきたいと思います。農地が建設残土の

受け入れ場所になってしまっては困るので、農地に適した土が入るのなら



いいのですがガラとか、最近はないようですが畑を買って掘ってみたら下

がガラばかりだったみたいなことがあったようなので、パトロールよろし

くお願いします。 

事務局 農地造成については石井豊委員から御質問、御意見いただいたように場

合によっては土が重要な要素になると考えております。昨年飯田で造成中

一部ガラが混じっていることが分かり、直接前任の野渡元農業委員をはじ

め近隣の方々と業者に御指導いただいたという経過がございます。その結

果、一部ガラ交じりの土は石を取り除いて排出するにはかなりのコストが

かかることから、バケットで土等をふるいまして耕作に適するまで戻して

いくという経過もございます。是非造成中の現場で動いている所がありま

したら確認していただいて、何かあれば早めに動いていただきたいと思い

ます。場合によって、土の搬出元はという話がありましたが飯田の場合は

そういったことがありましたので、一時搬入を停止した経過があります。

そして引き続き搬入する土については事前に搬出元まで確認に行きまし

て耕作に適した土かどうかを確認して工事の再開をしました。 

石井豊委員 早めにチェックしないとお山になってからガラを取り除いてくれと言

っても費用的に無理だとか言う話になってしまうので、こまめにチェック

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

奥村委員 今の石井委員の話に繋いでになりますが、これまでの農地造成には搬出

土はどこに捨てて、搬入土はどこから持ってくるかというところまで御報

告いただいたということですが、それはもう今はチェックしなくなったの

ですか。 

事務局 申請では、委員会の中でチェックしていて、今回の報告からは漏れてい

ただけです。今回の申請に関しましては、搬出元は泉区和泉町にございま

す事業者が持っている土地から建設するときに出た土を持ってくること

になっております。また、搬出先は戸塚区俣野町にあります事業者に持っ

ていく計画になっております。 

議長 他に御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第８号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第８号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第５号議案第９号及び第 10 号を審議します。事務局から説明をお

願いします。 

事務局 ＜第５号議案第９号、第 10号を朗読＞ 

 この２件については、今回保留とさせていただきたいと思います。 

議長 第５号議案第９号及び 10号について、保留とさせていただきます。 

  

議長  次に第６号議案「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に



ついて」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第６号議案第９号を朗読＞ 

安西委員 上矢部第四公園から北西へ約 80ｍの生産緑地２筆です。令和２年に腰及

び首の手術をした後、体力が衰えてきていました。これ以降、家族に耕作

の指示を行い管理してきましたが、令和５年１月に亡くなりました。御審

議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第９号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第６号議案第９号については、承認と決定します。 

  

議長 次に、議案書の報告事項について事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜報告事項第１号から第４号まで一括で報告＞ 

議長 報告事項について、御意見等がありましたらお願いします。 

 御意見等がないようでしたら、その他情報提供・事務連絡を事務局から

お願いします。 

事務局 ＜市施策等についての意見・要望のとりまとめについて＞ 

・スケジュール周知（昨年同様、12月に用紙配布、１月総会で意見・要望

提出） 

  

議長  以上で、すべての事項を確認しました。全体を通して、御意見・御質問

はありますでしょうか。 

  御意見がないようでしたら、これをもちまして第６回総会を閉会といた

します。 

  

 （閉会 15時 37分） 

  

 



【農業委員】

番号 氏 名 役　職　名 出欠状況 備　　　考

1 　北　村　　　豁 会長 欠席

2 　矢　島　　　寛 会長職務代理者 出席 議長

3 　森　　　雅　則 出席

4 　田　中　　　豊 出席

5 　石　井　　　勝 出席

6 　金　子　秀　喜 連合会理事 出席

7 　石　井　勝　則 欠席

8 　奥　村　　　玄 出席
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10 　根　本　和　正 連合会理事 出席
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12 　宮　森　和　之 出席 議事録署名人

13 　鈴　木　　　宏 連合会理事 出席

14 　廣　瀨　　　豊 出席

【農地利用最適化推進委員】

番号 氏 名 役　職　名 出欠状況 備　　　考

1 　小　宮　藤　正 出席

2 　清　水　昭　男 連合会理事 出席

3 　大　山　明　裕 出席
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7 　和　田　新　治 出席
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11 　小　川　正　寿 出席
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